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菅
内
閣
の
政
治
姿
勢
に
関
す
る
質
問
主
意
書

去
る
六
月
一
日
、
自
民
党
・
公
明
党
・
た
ち
あ
が
れ
日
本
三
党
共
同
で
内
閣
不
信
任
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
翌
二
日
、
衆
議

院
本
会
議
で
採
決
さ
れ
た
が
反
対
多
数
で
否
決
さ
れ
た
。
二
日
の
衆
議
院
本
会
議
の
前
に
行
わ
れ
た
民
主
党
代
議
士
会
に
お
い

て
菅
総
理
は
、
「
一
定
の
メ
ド
」
が
つ
け
ば
若
い
世
代
に
そ
の
責
任
を
引
き
継
ぐ
と
発
言
し
、
菅
総
理
の
辞
任
表
明
と
一
斉
に

報
道
さ
れ
た
が
、
菅
総
理
自
身
の
口
か
ら
は
約
一
ヶ
月
が
経
過
し
た
現
時
点
に
及
ん
で
も
、
一
言
も
辞
任
を
す
る
と
明
確
に
発

言
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
ま
た
六
月
二
十
二
日
に
会
期
末
を
迎
え
た
第
一
七
七
回
通
常
国
会
の
会
期
延
長
に
つ
い
て
、
「
百
二

十
日
間
」
か
ら
「
五
十
日
間
」
、
そ
し
て
「
七
十
日
間
」
と
迷
走
し
、
ま
た
民
主
・
自
民
・
公
明
三
党
合
意
に
よ
る
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
法
案
の
審
議
に
つ
い
て
も
「
新
総
理
の
下
で
」
を
「
新
体
制
の
下
で
」
に
自
ら
変
更
を
し
、
二
次
補
正
予
算
や
特

例
公
債
法
案
な
ど
の
必
要
な
法
案
審
議
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
三
党
で
合
意
し
た
「
五
十
日
間
」
の
会
期
延
長
が
、
ま
る
で
自

分
の
地
位
に
お
け
る
延
命
の
た
め
と
し
か
思
え
な
い
菅
総
理
に
よ
っ
て
反
故
に
さ
れ
た
。
こ
ど
も
達
の
間
で
は
、
「
一
定
の
メ

ド
」
と
い
う
言
葉
が
流
行
し
て
お
り
、
教
育
上
の
観
点
か
ら
も
ふ
さ
わ
し
く
な
く
、
も
は
や
菅
総
理
の
ま
ま
で
は
震
災
の
復

旧
・
復
興
が
ま
ま
な
ら
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
与
野
党
の
共
通
認
識
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
一
刻
も
早
く
そ
の
地

位
を
退
く
こ
と
が
日
本
の
国
益
に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一



従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

昨
年
十
月
一
日
の
第
一
七
六
回
臨
時
国
会
で
の
所
信
表
明
演
説
に
お
い
て
、
菅
総
理
が
発
言
し
た
「
熟
議
の
国
会
」
の
真

意
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

二

一
に
関
連
し
、
第
一
七
六
回
臨
時
国
会
、
第
一
七
七
回
通
常
国
会
を
「
熟
議
の
国
会
」
に
す
る
た
め
に
具
体
的
に
何
を
し

て
き
た
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

三

菅
総
理
が
発
言
し
た
「
一
定
の
メ
ド
」
と
は
何
な
の
か
、
具
体
的
か
つ
明
瞭
に
示
さ
れ
た
い
。

四

二
に
関
連
し
、
菅
総
理
の
下
で
は
何
の
メ
ド
も
つ
け
ら
れ
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
が
、
「
一
定
の
メ
ド
」
が
つ
か
な
い
限

り
菅
総
理
は
続
投
を
す
る
の
か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

五

菅
総
理
の
口
か
ら
は
一
度
も
「
辞
任
」
と
い
う
発
言
は
出
て
い
な
い
。
菅
総
理
は
本
当
に
辞
任
を
す
る
意
志
は
あ
る
の

か
、
明
確
に
示
さ
れ
た
い
。

六

菅
総
理
は
去
る
六
月
十
五
日
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
係
の
集
会
に
出
席
し
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
案
に
つ
い
て
「
俺
の
顔

を
見
た
く
な
け
れ
ば
、
こ
の
法
案
を
早
く
通
せ
」
と
一
国
の
総
理
と
は
思
え
な
い
恫
喝
め
い
た
発
言
を
し
た
が
、
こ
の
発
言

に
つ
い
て
謝
罪
・
撤
回
す
る
つ
も
り
は
な
い
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

二



右
質
問
す
る
。

三


